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○

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
一
般
職
及
び
特
別
職
）

（
一
般
職
及
び
特
別
職
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

特
別
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
の
職
と
す
る
。

③

特
別
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
の
職
と
す
る
。

一
～
五
の
二

（
略
）

一
～
五
の
二

（
略
）

五
の
三

国
家
安
全
保
障
局
長
及
び
国
家
情
報
局
長

五
の
三

国
家
安
全
保
障
局
長

五
の
四

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び
内
閣
サ
イ
バ
ー
官

五
の
四

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
、
内
閣
情
報
官
及
び
内
閣
サ

イ
バ
ー
官

六
～
十
七

（
略
）

六
～
十
七

（
略
）

④
～
⑦

（
略
）

④
～
⑦

（
略
）
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○

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
現
行
規
定
は
、
重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行
為
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
七
年

法
律
第
四
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
目
的
及
び
適
用
範
囲
）

（
目
的
及
び
適
用
範
囲
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
国
家
公
務
員
（
以
下
「
特
別
職
の
職
員

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
国
家
公
務
員
（
以
下
「
特
別
職
の
職
員

」
と
い
う
。
）
の
受
け
る
給
与
及
び
公
務
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
補
償
に
つ

」
と
い
う
。
）
の
受
け
る
給
与
及
び
公
務
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
補
償
に
つ

い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

七
の
二

国
家
安
全
保
障
局
長
及
び
国
家
情
報
局
長

七
の
二

国
家
安
全
保
障
局
長

八

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び
内
閣
サ
イ
バ
ー
官

八

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
、
内
閣
情
報
官
及
び
内
閣
サ
イ
バ

ー
官

九
～
七
十
五

（
略
）

九
～
七
十
五

（
略
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

官

職

名

俸

給

月

額

官

職

名

俸

給

月

額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

検
査
官
（
会
計
検
査
院
長
を
除
く

検
査
官
（
会
計
検
査
院
長
を
除
く

。
）

。
）
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人
事
官
（
人
事
院
総
裁
を
除
く
。

人
事
官
（
人
事
院
総
裁
を
除
く
。

）

）

内
閣
危
機
管
理
監

内
閣
危
機
管
理
監

国
家
安
全
保
障
局
長
及
び
国
家
情

国
家
安
全
保
障
局
長

報
局
長

大
臣
政
務
官

一
、
二
五
〇
、
〇
〇
〇
円

大
臣
政
務
官

一
、
二
五
〇
、
〇
〇
〇
円

デ
ジ
タ
ル
監

デ
ジ
タ
ル
監

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
委
員
長

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
委
員
長

サ
イ
バ
ー
通
信
情
報
監
理
委
員
会

サ
イ
バ
ー
通
信
情
報
監
理
委
員
会

委
員
長

委
員
長

公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長

公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長

運
輸
安
全
委
員
会
委
員
長

運
輸
安
全
委
員
会
委
員
長

侍
従
長

侍
従
長

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報

官
及
び
内
閣
サ
イ
バ
ー
官

官
、
内
閣
情
報
官
及
び
内
閣
サ
イ

バ
ー
官

常
勤
の
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官

常
勤
の
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官

常
勤
の
大
臣
補
佐
官

常
勤
の
大
臣
補
佐
官

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
常
勤

一
、
二
二
四
、
〇
〇
〇
円

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
常
勤

一
、
二
二
四
、
〇
〇
〇
円

の
委
員

の
委
員

公
正
取
引
委
員
会
委
員

公
正
取
引
委
員
会
委
員

国
家
公
安
委
員
会
委
員

国
家
公
安
委
員
会
委
員

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
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式
部
官
長

式
部
官
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行
為
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
三

号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
十
六
条

内
閣
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条

内
閣
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
十
九
条
の
二
第
二
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。
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○

内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
十
五
条
の
二

（
略
）

第
十
五
条
の
二

（
略
）

２

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん

号
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん

延
の
防
止
に
関
す
る
も
の
（
国
家
安
全
保
障
局
、
国
家
情
報
局
、
内
閣
広

延
の
防
止
に
関
す
る
も
の
（
国
家
安
全
保
障
局
、
内
閣
広
報
官
、
内
閣
情

報
官
及
び
内
閣
サ
イ
バ
ー
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

報
官
及
び
内
閣
サ
イ
バ
ー
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

国
家
安
全
保
障
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

国
家
安
全
保
障
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
我

一

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
我

が
国
の
安
全
保
障
（
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
家
安
全
保
障
」

が
国
の
安
全
保
障
（
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
家
安
全
保
障
」

と
い
う
。
）
に
関
す
る
外
交
政
策
、
防
衛
政
策
及
び
経
済
政
策
の
基
本
方

と
い
う
。
）
に
関
す
る
外
交
政
策
、
防
衛
政
策
及
び
経
済
政
策
の
基
本
方

針
並
び
に
こ
れ
ら
の
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
（
危
機
管

針
並
び
に
こ
れ
ら
の
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
（
危
機
管

理
に
関
す
る
も
の
並
び
に
国
家
情
報
局
及
び
内
閣
広
報
官
の
所
掌
に
属
す

理
に
関
す
る
も
の
並
び
に
内
閣
広
報
官
及
び
内
閣
情
報
官
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）

る
も
の
を
除
く
。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）
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第
十
六
条
の
二

内
閣
官
房
に
、
国
家
情
報
局
を
置
く
。

（
新
設
）

２

国
家
情
報
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、

国
家
情
報
会
議
設
置
法
（
令
和
八
年
法
律
第

号
）
第
二
条
に
規
定

す
る
重
要
情
報
活
動
及
び
外
国
情
報
活
動
へ
の
対
処
並
び
に
特
定
秘
密
の

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
一
項

の
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
も
の
（
内
閣
広
報
官
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）

二

第
十
二
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務

三

国
家
情
報
会
議
設
置
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
国
家
情
報
局
が
処
理

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
国
家
情
報
会
議
の
事
務

四

国
家
情
報
会
議
設
置
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
国
家
情
報
会
議
に
提
供

さ
れ
た
資
料
又
は
情
報
そ
の
他
の
前
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
資
料
又

は
情
報
を
総
合
し
て
整
理
す
る
事
務

３

国
家
情
報
局
に
、
国
家
情
報
局
長
を
置
く
。

４

国
家
情
報
局
長
は
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
内
閣
官
房
副
長
官
を
助
け
、
命

を
受
け
て
局
務
を
掌
理
す
る
。

５

第
十
五
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
国
家
情
報
局
長
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

内
閣
官
房
副
長
官
補
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣
官
房
副
長
官
及
び
内
閣

２

内
閣
官
房
副
長
官
補
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣
官
房
副
長
官
及
び
内
閣

危
機
管
理
監
を
助
け
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
の
事
務
（
第
十
二
条
第
二
項

危
機
管
理
監
を
助
け
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
の
事
務
（
第
十
二
条
第
二
項

第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
、
国
家
安
全

第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
、
国
家
安
全

保
障
局
、
国
家
情
報
局
、
内
閣
広
報
官
、
内
閣
サ
イ
バ
ー
官
及
び
内
閣
人
事

保
障
局
、
内
閣
広
報
官
、
内
閣
情
報
官
、
内
閣
サ
イ
バ
ー
官
及
び
内
閣
人
事
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局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
掌
理
す
る
。

局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
掌
理
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
削
る
）

第
十
九
条

内
閣
官
房
に
、
内
閣
情
報
官
一
人
を
置
く
。

２

内
閣
情
報
官
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣
官
房
副
長
官
及
び
内
閣
危
機
管

理
監
を
助
け
、
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務

の
う
ち
特
定
秘
密
（
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
秘
密
を
い
う
。
）
の
保
護

に
関
す
る
も
の
（
内
閣
広
報
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
第

十
二
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

３

第
十
五
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
内
閣
情
報
官
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条
の
二

（
略
）

２

内
閣
サ
イ
バ
ー
官
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣
官
房
副
長
官
及
び
内
閣
危

２

内
閣
サ
イ
バ
ー
官
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣
官
房
副
長
官
及
び
内
閣
危

機
管
理
監
を
助
け
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

機
管
理
監
を
助
け
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

一

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
サ

一

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十

六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を

六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を

い
う
。
）
の
確
保
に
関
す
る
も
の
（
国
家
安
全
保
障
局
、
国
家
情
報
局
及

い
う
。
）
の
確
保
に
関
す
る
も
の
（
国
家
安
全
保
障
局
、
内
閣
広
報
官
及

び
内
閣
広
報
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

び
内
閣
情
報
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）


